
　我が国が持続的に発展していくためには、環境制

約・資源制約が大きな課題となっており、大量生産、

大量消費、大量廃棄型の経済システムから、循環型

経済システムに移行しなければなりません。

　この法律は（1）事業者による製品の回収・再利用の

実施などリサイクル対策を強化するとともに（2）製品

の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制（リ

デュース）（3）回収した製品からの部品などの再使用

（リユース）のための対策を新たに行うことにより、循

環型経済システムの構築を目指しています。

　特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業

種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具

体的な内容を省令で定めることとしています。10業

種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R

対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のため

の識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステ

ムの構築などが規定されています。

　当時は、家庭から排出されるごみの重量の約２割

強、容積で約６割を占めていた容器包装廃棄物につ

いて、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を

図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成７年

６月に制定され、平成９年４月から本格施行された法

律です。

　最新のデータでは、容器包装廃棄物は、家庭ごみ

の容積比で5割程度、重量比で2割弱となっています

（出典：環境省　容器包装廃棄物の使用・排出実態調

査の概要　平成23年度）。

1）容器包装リサイクル法の仕組み　～消費者が分

別排出、市町村が分別収集、事業者がリサイクル～

　容器包装リサイクル法の特徴は、従来は市町村だ

けが全面的に責任を担っていた容器包装廃棄物の処

理を、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集

し、事業者（容器の製造事業者・容器包装を用いて中

身の商品を販売する事業者）は再商品化（リサイクル）

するという、3者の役割分担を決め、3者が一体となっ

て容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけ

たことです。

●消費者の役割「分別排出」

　　消費者には、市町村が定める分別ルールに従っ

てごみを排出することが求められています。そうす

ることで、 リサイクルしやすく、資源として再利用で

きる質の良い廃棄物が収集しやすくなります。

　　また、市町村の定める容器包装廃棄物の分別収

集基準にしたがって徹底した分別排出に努めるだ

けでなく、 マイバッグを持参してレジ袋をもらわな

い、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器

を積極的に使うなどして、 ごみを出さないように努

めることも求められています。

●市町村の役割「分別収集」

　　家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集

し、リサイクルを行う事業者に引き渡します。 また、

容器包装廃棄物の分別収集に関する５か年計画に

基づき、地域における容器包装廃棄物の分別収集・

分別排出の徹底を進めるほか、事業者・市民との

連携により、地域における容器包装廃棄物の排出

抑制の促進を担う役割を担います。

2）容器包装リサイクル法の対象　～商品の容器包

装であって、商品が消費等された場合不要になる

もの～

　容器包装リサイクル法は、容器（商品を入れるも

の）、包装（商品を包むもの）（商品の容器及び包装自

体が有償である場合を含む。）のうち、中身商品が消

費されたり、中身商品と分離された際に不要になるも

のを「容器包装」と定義して、容器包装リサイクル法

の対象としています。

容器包装リサイクル法

（*1）平成12 年公布施行；環境省HP：「循環型社会形成推進基本法について」参照

（*2）平成5年公布施行；環境省HP：「環境基本法の概要」参照

（*3）平成24年閣議決定；環境省HP：「第四次環境基本計画」参照

（*4）容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法等（法名はいずれも略称）

環境基本計画
H24.4 全面改正公表

循環型社会を形成するための法体系

H13.4 完全施行グリーン購入法（国が率先して再生品などの調達を推進）

環境基本法
H6.8 完全施行

H22.5 一部改正 H13.4 全面改正施行

個別物品の特性に応じた規制

〈廃棄物の適正処理〉

廃棄物処理法 資源有効利用促進法

〈再生利用の推進〉

H12.4
完全施行

H18.6
一部改正

H13.5
完全施行

H19.6
一部改正

H13.4
完全施行

H14.5
完全施行

H25.4
施行

H17.1
本格施行

循環型社会形成推進基本計画：国の他の計画の基本 H15.3 公表 H25.5 改正

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組法）
H13.1 完全施行

社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
環境負荷の低減

容 器 包 装
リサイクル法

びん、ペットボトル、紙製・
プラスチック製容器包装等

エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、
テレビ、洗濯機・衣類乾燥機

食品残さ

木材、コンクリート、アスファルト 自動車 小型電子機器等

家 電
リサイクル法

食 品
リサイクル法

建 設
リサイクル法

自 動 車
リサイクル法

小 型 家 電
リサイクル法

①廃棄物の発生抑制
②廃棄物の適正処理（リサイクルを含む）
③廃棄物処理施設の設置規制
④廃棄物処理業者に対する規制
⑤廃棄物処理基準の設定　等

①再生資源のリサイクル

②リサイクル容易な構造・材質等の工夫

③分別回収のための表示

④副産物の有効利用の促進

リデュース
リユース
リサイク
ル

リサイクル
（１Ｒ）
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